
世田谷区障害者（児）施設 地区別⼀覧（平成３０年４月現在） 

総合支所 

施設 
世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 合計 

基幹相談支援センター  1    1 

地域障害者相談支援センター 1 1 1 1 1 5 

指定特定相談支援事業所 8 10 8 7 6 39 

共同生活援助 

（グループホーム） 

身体  1（13）  1（10） 2（18） 4（41） 

知的 5（30） 2（17）  6（53） 8（49） 21（149） 

精神 2（12） 2（12） 2（14）  11（63） 17（101） 

重度身体    1（5）  1（5） 

短期入所 

（ショートステイ） 

身体   1（2） 2（8）  3（10） 

知的 2（3） 2（3）  4（13） 2（9） 11（31）※１ 

精神      0（0） 

重度身体    1（11）  1（11） 

児童 1（1） 1（1） 1（2） 6（29） 1（3） 11（39）※１ 

日中一時支援事業 

（日中ショートステイ） 

身体   1（3）   1（3） 

知的 1（40）   3（10）  5（53）※１ 

精神      0（0） 

重度身体 1（4）  1（4）   2（8） 

児童 1（40）  2（7） 3（10）  7（60）※１ 

施設入所支援    1（60）  1（60） 

生活介護 

身体 3（60） 2（32） 1（13） 3（64）※2  9（169） 

知的 1（40） 1（35） 3（97） 4（133） 1（50） 11（370）※3 

精神  1（6）    1（6） 

重症心身障害者 1（20）     1（20） 

就労移行支援 

身体   2（26） 3（18）  5（44） 

知的 1（6）  1（6） 3（61）  5（73） 

精神 2（26）  3（36） 1（20） 1（20） 7（102） 

就労継続支援 

（Ａ型） 

身体   1（10）   1（10） 

知的      0（0） 

精神   1（20）   1（20） 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

身体   1（13） 3（89）  4（102） 

知的 3（105） 3（91） 3（86） 5（122） 2（86） 16（490） 

精神 5（94） 4（74） 5（98） 4（70） 4（99） 22（435） 

 



 
総合支所 

施設 
世田谷 北沢 玉川 砧 烏山 合計 

自立訓練 

（機能訓練・ 

生活訓練） 

身体  1（15）    1（15） 

知的  1（15）    1（15） 

精神 2（26）  2（16）   4（42） 

地域活動支援センター 精神  Ⅰ型1（-）  
Ⅰ型1（-） 

Ⅱ型1（15） 
 3（15） 

児童発達支援 

センター 

児童    1（30）  1（30） 

重症心身障害者（児） 1（5）     1（5） 

児童発達支援 

事業 

児童 5（50） 4（80） 6（55） 8（110） 4（40） 27（335） 

重症心身障害者（児） 1（5）  1（5） 1（5）  3（15） 

放課後等 

デイサービス 

児童 9（100） 4（40） 7（80） 8（105） 8（90） 36（415） 

重症心身障害者（児）   1（5）   1（5） 

数値：設置箇所数（定員数） 

 

【掲載施設について】 
・障害者総合支援法・児童福祉法上の施設を中心にまとめた。 

【計上方法について】 
・分場がある施設については、本園とは分けて計上した。 
・複数の障害種別が利⽤対象である場合、主な利⽤対象である障害種別で集計した。ただ
し、共同生活援助で身体・知的の重複障害対応施設は身体と知的に重複して計上した。 

・多機能型施設は、機能ごとに計上した。ただし、多機能型の児童発達支援事業、及び放
課後等デイサービス事業の定員については合算して両方に計上した。 

・短期入所及び日中一時支援事業で児童も対象としている場合、児童の欄に事業所数を再
掲した。 

【定員について】 
・※１ 「⽬⿊恵⾵寮」（⽬⿊区）定員３⼈を含む定員数 
・※２ 「友愛園」において、「施設⼊所⽀援」利⽤者が、⽇中に利⽤する「⽣活介護」の
定員を計上していない。 

・※３ 「あゆみ園」（⽬⿊区）定員15人を含む定員数 
・基幹相談支援センター、地域障害者相談支援センター、指定特定相談支援事業所、地域
活動支援センターⅠ型は、定員を設定していない。 

  


